
広報おおいそ　平成20年（2008年）4月 11

分
野 

講
座
番
号 

総合計画について 

行政改革について 

町役場の組織と仕事 

広報について 

町の財政状況について 

入札制度について 

情報公開制度と個人情報保護制度 

男女共同参画社会について 

町議会について 

監査について 

障害者のための福祉施策 

障害者自立支援法について 

国民健康保険について 

後期高齢者医療制度について 

子育て支援について 

介護保険制度について 

高齢者福祉サービスについて 

戸籍について 

町税について 

悪質商法の被害にあわないために 

交通安全教室 

防犯対策について 

選挙について 

消防署の役割について【施設・車両見学含む】 

防災講座①初期消火・煙道訓練【体験】 

防災講座②救急講習【体験】 

防災講座③普通救命研修【体験】 

防災講座④地震災害に備えて 

まちづくり条例について 

都市計画について 

住居表示制度について 

公共下水道について 

環境基本計画について 

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画について 

ごみ対策について 

農林水産業について 

商店街の活性化と観光 

教育委員会のしくみと役割について 

幼稚園教育の意義について 

図書館の活用法【施設見学含む】 
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・
経
済 
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教
育 

※備考欄に○印のある講座は、業務の都合により実施できない 

　月がありますので、事前にご確認ください。 

職
員
出
前
講
座
の
案
内

職
員
出
前
講
座
の
案
内 
職
員
出
前
講
座
の
案
内 

　
町
で
は
、
町
政
へ
の
理
解
を
よ
り

深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
職
員
が
直

接
皆
さ
ん
の
所
に
伺
い
、
町
の
仕
事

や
事
業
の
内
容
な
ど
を
説
明
す
る

「
職
員
出
前
講
座
」
を
実
施
し
て
い

ま
す
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興
味
の
あ
る
メ
ニ
ュ
ー
を
見
つ
け

た
ら
、
お
気
軽
に
申
込
み
く
だ
さ
い
。 

 

▼
対
象 

　
町
内
に
在
住
、
在
勤
又
は
在
学
す

る
10
人
以
上
の
グ
ル
ー
プ 

▼
費
用 

　
無
料
（
材
料
費
は
参
加
者
負
担
） 

 

  

▼
時
間 

　
午
前
９
時
〜
午
後
９
時
の
間 

　（
年
末
年
始
を
除
く
） 

▼
会
場 

　
申
込
者
が
確
保
し
た
集
会
場
な
ど 

　（
個
人
の
家
で
も
可
） 

▼
申
込
み 

　
希
望
日
の
２
週
間
前
ま
で
に
、
申

込
書
を
持
参
、
郵
送
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

提
出 

 

◎
問
い
合
わ
せ
　
地
域
協
働
課 

　
☎
内
線
２
３
７ 

広告 

　不登校ぎみのお子さん、学習の補助が 

必要なお子さんのお手伝いをしています。 

低学年の補習、お預かり、 
学校との対応… 

お問い合わせ － Be Professional － 

親と子の塾 

 
17 ～ 
41 ～ 
61 ～ 
81 ～ 
101 ～ 
201 ～ 
1,001 ～ 

～16m3 
40m3 
60m3 
80m3 
100m3 
200m3 
1,000m3 
 2,000m3 

 2,001m3～　　　 

1,276円 
92円 
98円 
112円 
124円 
136円 
154円 
172円 
190円 

基本料金 
旧料金 使用水量 新料金 

超過料金 
1m3に　 
つき　  

1,390円 
100円 
107円 
122円 
135円 
148円 
168円 
187円 
207円 

（消費税別） 

下水道使用料料金表（一般汚水、２か月分） 

20m3 
40m3 
60m3

1,726円 
3,658円 
5,716円 

旧料金 使用水量 新料金 
1,879円 
3,979円 
6,226円 
（消費税込） 

２か月当たりの下水道使用料 

下水道使用料が変わります 
　４月１日から下水道使用料を改定しました。 
　下水道使用料は、上水道の検針水量をもとに、「下
水道使用料料金表」で計算した額に、消費税相当額を
合計した額となります。使用料は、今までと同様に、
水道料金と一括で水道電気局が上下水道料金として徴
収します。 
　一般家庭の場合、２か月分の請求となりますが、３
月31日までの使用料は旧料金が適用され、使用日数に
応じて日割り計算されます。 

◎問い合わせ　下水道課　☎内線224


